
自
転
車
で　

な
が
ら
ス
マ
ホ
は　

事
故
の
も
と

《
交
通
安
全
標
語
優
秀
作
》

後
藤
田　

真
夏
（
鴨
島
東
中
学
校
２
年
）

「生活不活発病」予防のポイント
毎日の生活の中で活発に動くようにしましょう

○
介
護
保
険
制
度
と
は

　

介
護
保
険
は
、
高
齢
に
よ
る
身
体
機
能

の
衰
え
や
、
病
気
や
け
が
な
ど
に
よ
っ
て

介
護
が
必
要
と
な
っ
た
方
と
そ
の
家
族
を
、

社
会
全
体
で
支
え
ま
す
。
40
歳
以
上
の
す

べ
て
の
方
が
被
保
険
者
と
な
っ
て
介
護
保

険
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
ま
す
。

　

介
護
保
険
被
保
険
者
は
利
用
限
度
額
の

範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
１
割
ま
た
は
２
割
負

担
で
各
種
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

○
利
用
対
象
者
（
介
護
保
険
が
利
用
で
き

る
の
は
、
介
護
が
必
要
と
な
り
、
要
支
援
・

要
介
護
認
定
を
受
け
た
方
で
す
）

①
第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
方
）

②
第
２
号
被
保
険
者
（
40
歳
以
上
65
歳
未

満
の
方
）
の
う
ち
、
特
定
16
疾
病
が
原

因
で
日
常
生
活
に
介
護
が
必
要
と
な
り
、

認
定
を
受
け
た
方
。

○
介
護
保
険
の
保
険
証
に
つ
い
て

・
第
１
号
被
保
険
者
：
65
歳
の
誕
生
月
の

前
月
末
ご
ろ
に
市
か
ら
送
付
し
ま
す
。

・
第
２
号
被
保
険
者
：
要
支
援
・
要
介
護

認
定
を
受
け
た
時
に
交
付
し
ま
す
。

※
保
険
料
は
確
定
申
告
の
際
に
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
年
金
天

引
分
の
保
険
料
は
、
年
金
の
源
泉
徴
収

票
に
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

●問い合わせ　市介護保険課介護保険係　☎22−2264　FAX22−2260

介護保険を利用するには

１　申請
　本人または家族などが、市の窓口などで申請書を
提出します（居宅介護支援事業所などでも代行申請
が可能）。

２　要介護認定
　　認定調査の後に審査・判定が行われ、介護や支援

が必要な度合い（要介護度）が決まります。
　①認定調査　専門調査員が家庭訪問し、本人の心身

状態や居住環境などについて聞き取り調査を行い
ます。

　②主治医の意見書　市の依頼により主治医が意見書
を作成します。

　③審査・判定　専門家で構成される「介護認定審査
会」で介護の必要度を総合的に審査・判定します。

３　認定結果の通知
　自立（非該当）、要支援1 ～ 2、要介護1 ～ 5の
認定を行い、判定結果は介護保険証に記入して本人
に通知（申請から約30日かかります）します。

４　ケアプランの作成・決定、サービスの開始
　要介護１～５の方については居宅介護支援事業所
のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼し、本
人や家族と相談のうえ決定し、サービスを開始しま
す。
　要支援１または２の方は、地域包括支援センター
のケアマネジャーが介護予防ケアプランを作成・決
定しサービスを開始します。

みんなで支えよう
～介護保険～

　平成30年４月からの介護保険料改定に向け、今月から
６回に分けて制度について説明します

第１回　介護保険の利用手順

みんなで支えよう
～介護保険～


	p21-p24.pdfから挿入したしおり
	広報よしのがわ2017.10月号.pdfから挿入したしおり
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